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令和８年度漁業取締飛行業務応募要領 

 

 

 １ 契約に関する事項 

（１）件   名 

①令和８年度漁業取締飛行業務（単発機） 

②令和８年度漁業取締飛行業務（双発機（近距離監視飛行）） 

③令和８年度漁業取締飛行業務（双発機（中距離監視飛行）） 

④令和８年度漁業取締飛行業務（双発機（遠距離監視飛行）） 

（２）業 務 期 間  自）契約締結日 

          至）令和９年３月31日 

（３）業 務 場 所  仕様書①～④による 

 

 ２ 業務の内容  

   本業務の内容は、「令和８年度漁業取締飛行業務仕様書①～④」のとおり

とする。 

 

 ３ 応募資格 

 （１）予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しな

い者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締

結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に

該当する。 

 （２）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

 （３）令和６・７・８年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役

務の提供等」において「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」のいずれかの等級に格付

けされている者であること。 

 （４）契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名

停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

 （５）複数団体による応募も可とする。複数団体による応募とは、複数の団体

が共同して行う応募（以下「共同応募」という。）及び複数の団体が本事

業の受託のために組織した任意団体（民法上の組合に該当するもの）が行

う応募（以下「グループ応募」という。）とする。共同応募及びグループ

応募を行う場合は、水産庁との連絡調整等を行うため、代表機関を選定す

ること。また、共同応募を行う全ての団体及びグループ応募を行う団体を

構成する全ての団体が参加資格（１）から（４）に記載する全ての要件に
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適合している必要がある。なお、グループ応募を行う団体は、本事業を実

施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは

構成する全ての団体が交わした協定書若しくは構成する全ての団体間で

の契約締結書等を予め作成する必要がある。 

 

４  応募条件等 

  応募者は、「令和８年度漁業取締飛行業務仕様書①～④」のそれぞれの要 

 件を満たす者であること。 

  

５ 提出書類 

  業務の請負を希望する者は、以下により書類を提出すること。  

（１）提出期限 

   令和８年２月27日（金）12時まで 

（２）提出場所及び問い合わせ先 

   ア  書類の提出及び契約条項等に関するお問い合わせ先 

    〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

     水産庁漁政課経理班（本館8階 ドア№本864） 

     担当者：石田 

     ＴＥＬ：03-3502-8111 内線6501 

   イ 本業務に関するお問い合わせ先 

    〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

     水産庁資源管理部漁業取締課取締第２班（本館8階 ドア№別824） 

     担当者：古園、尾崎 

     ＴＥＬ：03-3502-8111（内線6666） 

（３）受付時間 

   平日（開庁日）の10時から17時まで（提出期限最終日は12時まで。また、

12時から13時までの間は除く。）とする。 

（４）提出書類 

  ア 応募申込書（別紙様式第１号）    １部 

  イ ３の（３）に定める資格審査結果通知書 

    （全省庁統一資格）の写し    １部 

（５）提出方法 

   直接提出又は郵送とする。ただし、土日祝日の受付は行わない。提出期

限を過ぎた提出は無効とする。また、郵送の場合、提出期限までに水産庁

漁政課に到着しなかった場合は無効とする。 
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（６）提出に当たっての注意事項 

  ア 暴力団排除に関する誓約事項（別紙様式２）について応募申込書の提

出前に確認しなければならず、応募申込書の提出をもってこれに同意し

たものとする。 

  イ 暴力団排除に関する誓約事項（別紙様式２）について、虚偽又はこれ

に反する行為が認められた書類は、無効とする。 

  ウ 提出された書類に不備があった場合は、無効とする。 

  エ 提出された書類は、その事由の如何に関わらず、変更又は取消を行う

ことは出来ない。また、返還も行わない。 

  オ 提出された書類は、非公開とする。 

  カ 虚偽の記載をした書類は、無効とする。 

  キ 請負者の資格を有しない者が提出した書類は、無効とする。 

  

６ 説明会の開催  

   業務内容等に関する説明会を以下により行う。 

（１）日 時：令和８年２月18日（水）10時00分 

（２）場 所：東京都千代田区霞が関１－２－１ 

       水産庁外国人応接室 

      （農林水産省別館８階 ドア№869） 

 

 ７ その他  

（１）応募が複数あった場合には、一般競争入札による手続きを行う予定であ

るため、各応募者にその旨を通知する。 

（２）本調達は令和８年度の調達案件であるため、契約締結にあたっては令和

８年度予算の成立が条件となることを了承の上、応募すること。 

 

以  上 





 























 別紙様式２ 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも

該当しません。また、将来においても該当することはありません。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 

 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただ 

し、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警

察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第

２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしてい

るとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

 上記事項について、応募申込書の提出をもって誓約いたします。 
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